
継続利用団体 令和 7 年度 4・5・6 月分 申請スケジュールのお知らせ 
 

・継続利用団体登録・・・令和 6 年 12 月 1 日 (日)より登録開始。継続利用団体登録証を発行 

              (登録審査から発行まで 1週間ほどお時間をいただきます。ご了承ください) 

・希望調書用紙・・・令和 6 年 12 月 23 日(月)配布開始(ホームページ上でもダウンロード可能) 

（月間利用予定表も別紙にて配布） 

・希望調書提出・・・R7/1/5(日)から 1/15(水)まで (継続利用団体登録書をお持ちください) 

           ※令和 6 年 12 月 28 日(土)～令和 7 年 1 月 4 日(土)：年末年始休館日 

※場所希望も記入・・・(例)メイン 2/6 D,E (例)高塚テニス B.C コート 

・申請用紙・・・重複なし；R7/1/22(水)から 重複あり；調整会議終了後より随時配布 

・調整会議・・・令和 7 年 1 月 25 日(土)（時間・場所は後日連絡） 

※利用希望に重複があった団体のみ電話連絡あり。※調整会議参加が必須。 

  （令和 7 年 1 月 22 日(水)調整会議参加が必要な団体の登録番号と会議の時間を HP に記載予定） 

※利用希望が重複しなかった場合は連絡なし。 

・お支払い・・・令和 7 年 1 月 26 日(日)から 1 月 31 日(金)まで(期間が短いのでご注意ください) 

※混雑を避けるため 4・5・6月分の利用申請(支払い)は、9 時 30 分～21 時 30 分まで。 

以上 よろしくお願いいたします。 

指定管理者 ミズノグループ 


